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CFP-PCR策定のための分野別ガイド 

“生鮮食品” （暫定公開版） 

 

このガイドは、「生鮮食品」分野において CFP-PCR を策定する際の参考とするために、次の既存 CFP-PCR から共

通事項を抽出し、整理したものである。ただし、新 CFP プログラムのルールに適合させる調整を行ったため、既存

CFP-PCR とは必ずしも一致しない内容もある。 

 

PA-BF-04 野菜および果実 

PA-BJ-03 バナナ（生食用） 

PA-BW-02 きのこ類 

PA-BY-01 生乳（中間財） 

PA-CF-01 豚肉 

PA-CO-01 魚介類（養殖生産物を除く） 

PA-CP-01 鶏肉 

PA-CN-01 食用鳥卵 

 

このガイドは「生鮮食品」分野における要求事項を規定するものではない。実際の CFP-PCR 策定時には対象製品

に固有の要求事項が必要となる可能性があるため、「カーボンフットプリント製品種別基準に関する要求事項に関す

る要求事項」への適合を確認の上、適宜、内容の変更や具体化ができるものとする。 

新たに CFP-PCR を策定する場合は、このガイドをテンプレートとして用い、MS-Word の「変更履歴」を残したままで

CFP-PCR原案を提出すること。 

なお、下表中の斜体部分は要求事項ではなく、要求事項の説明である。 

 

 

 

  
この文書は、6 月 12 日時点での暫定案であり、今後、参加事業者の皆様や有識者の方々の

ご意見を受けて見直し、7 月 2 日に発行を予定しています。 

つきましては、もしご意見や分かりにくい点などございましたら事務局までお寄せ下さい。 
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 本文書は、社団法人産業環境管理協会が運営管理する「カーボンフットプリントコミュニケーションプログラム」（CFP

プログラム）において、「生鮮食品」を対象とした CFPの算定・宣言のルールについて定める。 

 CFP の算定・宣言を行おうとする事業者等は、本文書および「カーボンフットプリントの算定・宣言に関する要求事項」

に基づいて、CFPの算定・宣言を行う。 

 

No. 項目 内容 

1 適用範囲 この CFP-PCR は、カーボンフットプリント制度において「生鮮食品」を対象とする

CFP算定および CFP表示に関する規則、要求事項および指示事項である。 

なお、対象製品の関係法令に抵触する内容については、法令順守を優先す

る。 

2 対象とする製品種別の定義 

2-1 製品種別 JAS法に基づく品質表示基準で分類される生鮮食品を対象とする。 

2-2 機能 次のうちいずれかの機能を与えるものを対象とする。 

1. 「食材」として家庭に提供され消費されるもの 

2. 「原材料」として事業者等に提供され加工されるもの 

2-3 算定単位 

（機能単位） 

附属書 Dを参照し、機能単位を規定する。 

次の機能単位で算定する。 

1. 「食材」として家庭に提供され消費されるもの 

製品（中身）重量 100g 

2. 「原材料」として事業者等に提供され加工されるもの 

製品（中身）重量 1ｋg 

2-4 対象とする構成要素 次の要素を含むものとする。 

・本体（中身および容器包装）、付属品 

容器包装は、提供先の手元にわたるものとし、個装、内装、外装を問わない。 

付属品は、提供先の手元にわたるものとし、常時、添付または同梱されるもの

とする。 

・各ライフサイクル段階で使用される輸送用資材、および副資材 

3 引用規格および引用

CFP-PCR 

次の CFP-PCRを引用する。 

・PA-BB 紙製容器包装（中間財） 

・PA-BC プラスチック製容器包装 

・PA-BD 金属製容器包装（中間財） 

・PA-BE ガラス製容器（中間財） 

以上の容器包装関連 CFP-PCR4 件をまとめて、以後「容器包装 CFP-PCR」と記

述する。 

4 用語および定義 CFP-PCR 内で使用される、一般に馴染みのない用語や、特定の定義を与え

る必要のある用語について CFP-PCR ごとに規定する。 

5 製品システム（データの収集範囲） 

5-1 製品システム（データの

収集範囲） 

次のライフサイクル段階を対象とする。 

1. 「食材」として家庭に提供され消費されるもの 

・原材料調達段階 

・生産段階 

・流通段階 

・使用・維持管理段階 

・廃棄・リサイクル段階 

 

ただし、原材料調達段階と生産段階でデータを個別に収集することが困難なプ

ロセスは、いずれかの段階に統合してもよい。 
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2. 「原材料」として事業者等に提供され加工されるもの 

・原材料調達段階 

・生産段階 

・流通段階 

 

なお、使用・維持管理、廃棄・リサイクルの状況把握が可能な場合は、それ

らの段階を対象に含めてもよい。 

１．と同様にライフサイクルを考慮した場合はCFPとなる。一部の段階を対象

外とした場合は、部分的 CFP となる。 

 

5-2 カットオフ基準およびカ

ットオフ対象 

【カットオフ対象とする段階、プロセスおよびフロー】 

・製品を生産する設備などの資本財の使用時以外の負荷 

・生産工場などの建設に係る負荷 

・複数年使用する資材 

・投入物を外部から調達する際に使用される容器包装や輸送資材 

・副資材のうち、マスク、軍手等の汎用 

・事務部門や研究部門などの間接部門 

・妥当なシナリオのモデル化ができない場合の流通、および使用・維持管理、お

よび廃棄・リサイクル段階 

・土地利用変化 

・動物用医薬品、飼料添加物（豚肉の場合） 

・ワクチン類、動物用医薬品（食用鳥卵の場合） 

 

【カットオフ基準の特例】 

「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内におい

て、カットオフ基準を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 

5-3 ライフサイクルフロー図 附属書 A（規定）に一般的なライフサイクルフロー図を示す。CFP の算定時に

は、このライフサイクルフロー図から外れない範囲で算定製品ごとに詳細化した

ライフサイクルフロー図を作成しなければならない。 

6 全段階に共通して適用する CFP算定方法 

6-1 一次データの収集範囲 一次データの収集範囲は(7-2)、(8-2)、（9-2）、(10-2)および(11-2)に記載する。 

なお、一次データの収集範囲外のデータ収集項目についても、必要に応じて一

次データを収集してよい。 

6-2 一次データの品質 【時間に関する範囲】 

・ 収集データは直近 1 期、または 1 年間の実績平均値とする。ただし、直近 1

期、または 1年の実績値が収集できない場合や生産量が大きく落ち込んだ場合

等は、他の収集期間または複数年の平均値を用いてもよいが、その妥当性は検

証の対象とする。 

・ 果実の場合の樹木や鶏卵の場合の鶏などのように、定常的な生産が始まるま

でに一定の育成期間を必要とする場合は、育成期間の負荷がその樹木や鶏な

どのライフサイクルにおける全生産物に適切に配分されるよう配慮しなければな

らない 

6-3 一次データの収集方法 特に規定しない。 

「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内におい

て、一次データの収集方法を独自に規定する場合は、CFP-PCR ごとに明記す

る。 

6-4 二次データの品質 特に規定しない。 

「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内におい

て、二次データの品質を独自に規定する場合は、CFP-PCR ごとに明記する。 

6-5 二次データの収集方法 特に規定しない。 
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「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内におい

て、二次データの収集方法を独自に規定する場合は、CFP-PCR ごとに明記す

る。 

6-6 配分 【配分基準に関する規定】 

特に規定しない。 

「カーボンフットプリント算定・宣言に関する要求事項」に適合する範囲内におい

て、配分方法を独自に規定する場合は、CFP-PCRごとに明記する。 

 

【配分の回避に関する規定】 

特に規定しない。 

配分を必要とする重要なプロセスについて、配分を回避する方法を必要に応じ

て規定する。 

 

【配分の対象に関する規定】 

・生乳の生産プロセスにおける生産物のうち、子牛、孕み牛、廃用牛は共製品と

するが、堆肥は廃棄物等として配分の対象としない（生乳の場合） 

・鶏卵の生産プロセスから食肉用などとして出荷される「廃鶏」は、廃棄物等とし

て配分の対象としない（食用鳥卵の場合） 

6-7 シナリオ 【輸送（国内）に関するデータ収集】 

輸送量に関して一次データの収集が困難な場合、および各段階でシナリオを設

定していない場合は、附属書 B（規定）のシナリオを使用しなければならない。 

 

【廃棄物等の取扱い】 

処理方法について一次データの収集が困難な場合、および本CFP-PCRでシナ

リオを設定していない場合はすべて焼却処理とし、また金属のように焼却できな

いものは埋立処理として算定する。なお、容器包装 CFP-PCR の対象となるもの

については、容器包装 CFP-PCRの廃棄物処理のシナリオを適用する。 

6-8 その他 販売単位が特定できる場合であって、販売単位あたりの重量（内容量）が特定

できない場合は、販売単位あたりの重量として標準重量を用いる。 

7 原材料調達段階に適用する項目 

7-1 データ収集範囲に含ま

れるプロセス 

①「種苗」、「飼育前の生体」等の製造および輸送に係るプロセス 

②「肥料」、「農薬」の製造および輸送に係るプロセス 

③「飼料」、「配合飼料」、「飼料作物」の製造および輸送に係るプロセス 

④「容器包装」、「付属品」の製造および輸送に係るプロセス 

7-2 データ収集項目 次表に示すデータ項目を収集する。 

 

活動量 
一次/二次 

の区分 
原単位 

①「種苗」、「飼育前の生体」等の製造および輸送に係るプロセス 

「種苗」 

「飼育前の生体」 

製品生産サイトへの投入量 

一次 

「種苗」 

「飼育前の生体」 

生産原単位 

「種苗」 

「飼育前の生体」 

製品生産サイトへの輸送量 

※ 

表外に記載 

「各輸送手段」 

輸送原単位 

②「肥料」、「農薬」の製造および輸送に係るプロセス 

「肥料」 

「農薬」 

製品生産サイトへの投入量 

一次 

「肥料」 

「農薬」 

製造原単位 
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「肥料」 

「農薬」 

製品生産サイトへの輸送量 

※ 
「各輸送手段」 

輸送原単位 

③「飼料」、「配合飼料」、「飼料作物」の製造および輸送に係るプロセス 

「飼料」 

「配合飼料」 

「飼料作物」 

製品生産サイトへの投入量 

一次 

「飼料」 

「配合飼料」 

「飼料作物」 

製造原単位 

「飼料」 

「配合飼料」 

「飼料作物」 

製品生産サイトへの輸送量 

※ 
「各輸送手段」 

輸送原単位 

④「容器包装」、「付属品」の製造および輸送に係るプロセス 

「容器包装」 

「付属品」 

製品生産サイトへの投入量 

一次 

「容器包装」 

「付属品」 

製造原単位 

「容器包装」 

「付属品」 

製品生産サイトへの輸送量 

※ 
「各輸送手段」 

輸送原単位 

 

※次の項目を一次データとして収集する。なお、燃料法または燃費法によ

り算定する際は、「輸送量」を「燃料使用量」と読み替える。 

[燃料法の場合] 

・輸送手段ごとの「燃料使用量」 

[燃費法の場合] 

・輸送手段ごとの「燃費」 

・輸送手段ごとの「輸送距離」 

[トンキロ法の場合] 

・輸送手段ごとの「輸送重量」 

 

7-3 一次データの収集方法

および収集条件 

【容器包装および付属品の投入量】 

販売形態が多岐にわたる場合には、販売単位に関わらず算定製品に係る容器

包装および付属品の種類ごとの投入量の平均値を使用してもよい。 

7-4 シナリオ 特に規定しない。 

7-5 その他 特に規定しない。 

8 生産段階に適用する項目 

8-1 データ収集範囲に含ま

れるプロセス 

①本体の中身の生産（栽培、飼育、漁獲、加工等）プロセス 

②サイト間輸送、保管、出荷準備プロセス 

8-2 データ収集項目 次表に示すデータ項目を収集する。 

 

活動量 
一次/二次 

の区分 
原単位 

①本体の中身の生産（栽培、飼育、漁獲、加工等）プロセス 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

製品生産プロセスへの投入量 

一次 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

製造と供給原単位 

「副資材（生産用資材、薬品等）」 

製品生産プロセスへの投入量 
一次 

「副資材（生産用資材、薬

品等）」 
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製造原単位 

「副資材（生産用資材、薬品等）」 

製品生産サイトへの輸送量 
※ 

「各輸送手段」 

輸送原単位 

「廃棄物等」 

「廃水」 

処理方法ごとの排出量 

一次 

または 

シナリオ 

「各処理方法」 

処理原単位 

「廃棄物等」 

各処理施設への輸送量 
※ 

「各輸送手段」 

輸送原単位 

「廃棄物等のうちの化石資源由

来成分」 

焼却処理の量 

一次 

または 

シナリオ 

「各化石資源由来成分」 

燃焼原単位 

「廃棄物等のうち有機物資源」 

埋立処理の量 

一次 

または 

シナリオ 

「各有機物資源」 

嫌気性分解原単位 

「水田土壌」 

栽培面積 
一次 

「水田土壌」 

メタン排出原単位 

「N（窒素）」 

窒素肥料含有の使用量 
一次 

「肥料施肥による一酸化

二窒素(N2O)」 

発生原単位 

「メタン(CH4)」 

家畜の生体による発生量 
シナリオ 

「メタン(CH4)」 

GWP 

「メタン(CH4)」 

「一酸化二窒素(N2O)」 

家畜排せつ物の管理による発生

量 

シナリオ 

「メタン(CH4)」 

「一酸化二窒素(N2O)」 

GWP 

②サイト間輸送、保管、出荷準備プロセス 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

サイト間輸送、保管、出荷準備プ

ロセスへの投入量 

一次 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

製造と供給原単位 

「副資材（輸送、保管、出荷準備

用資材）」 

サイト間輸送、保管、出荷準備プ

ロセスへの投入量 

一次 

「副資材（輸送、保管、出

荷準備用資材）」 

製造原単位 

「副資材（輸送、保管、出荷準備

用資材）」 

製品生産サイトへの輸送量 

※ 
「各輸送手段」 

輸送原単位 

「輸送物」 

各サイト間の輸送量 
※ 

「輸送手段」 

輸送原単位 

「廃棄物等」 

「廃水」 

処理方法ごとの排出量 

一次 

または 

シナリオ 

「各処理方法」 

処理原単位 

「廃棄物等」 

各処理施設への輸送量 
※ 

「各輸送手段」 

輸送原単位 

「廃棄物等のうちの化石資源由

来成分」 

焼却処理の量 

一次 

または 

シナリオ 

「各化石資源由来成分」 

燃焼原単位 

「廃棄物等のうち有機物資源」 一次 「各有機物資源」 
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埋立処理の量 または 

シナリオ 

嫌気性分解原単位 

 

※ 輸送量については、7-2に順ずる。 

 

【配分のために収集する一次データ収集項目】 

・「本体の中身」の生産量 

・「共製品」の生産量 

 

8-3 一次データの収集方法

および収集条件 

特に規定しない。 

8-4 シナリオ 【家畜に起因する GHG排出量】 

次の家畜に起因するGHG排出量については、「日本国温室効果ガスインベント

リ報告書」にて記載されている考え方ならびに方法に基づき算定する。 

・家畜の生体による「メタン(CH4)」の発生量 

・家畜排せつ物の管理による「メタン(CH4)」、「一酸化二窒素(N2O)」の発生量 

 

なお、当該報告書に記載がない製品の場合は算定の対象外とする。 

8-5 その他 特に規定しない。 

9 流通段階に適用する項目 

9-1 データ収集範囲に含ま

れるプロセス 

1. 「食材」として家庭に提供され消費されるもの 

製品生産サイトから店舗（宅配の場合は家庭）までを対象とする。 

2. 「原材料」として事業者等に提供され加工されるもの 

算定事業者の関与する範囲を対象とする。 

 

①「出荷品」の輸送、保管プロセス 

保管プロセスは、冷凍、冷蔵、チルドの場合のみ対象とする。 

②販売準備（出荷後の加工、梱包を含む）プロセス 

③販売プロセス 

販売プロセスは、冷凍、冷蔵、チルドの場合のみ対象とする。 

9-2 データ収集項目 次表に示すデータ項目を収集する。 

 

活動量 
一次/二次 

の区分 
原単位 

①「出荷品」の輸送、保管プロセス 

「出荷品」 

輸送量 
一次 

「輸送手段」 

輸送原単位 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

出荷品の輸送、保管プロセスへ

の投入量 

二次 

または 

シナリオ 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

製造と供給原単位 

「副資材（輸送用資材）」 

出荷品の輸送、保管プロセスへ

の投入量 

二次 

または 

シナリオ 

「副資材（輸送用資材）」 

製造原単位 

「副資材（輸送用資材）」 

出荷品の輸送、保管サイトへの

輸送量 

※ 
「輸送手段」 

輸送原単位 

「廃棄物等」 シナリオ 「各処理方法」 
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「廃水」 

処理方法ごとの排出量 

処理原単位 

「廃棄物等」 

各処理施設への輸送量 
※ 

「各輸送手段」 

輸送原単位 

「廃棄物等のうちの化石資源由

来成分」 

焼却処理の量 

シナリオ 
「各化石資源由来成分」 

燃焼原単位 

「廃棄物等のうち有機物資源」 

埋立処理の量 
シナリオ 

「各有機物資源」 

嫌気性分解原単位 

②販売準備プロセス 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

販売準備プロセスへの投入量 

二次 

または 

シナリオ 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

製造と供給原単位 

「副資材（販売準備用資材）」 

販売準備プロセスへの投入量 

二次 

または 

シナリオ 

「副資材（販売準備用資

材）」 

製造原単位 

「副資材（販売準備用資材）」 

販売準備サイトへの輸送量 
※ 

「輸送手段」 

輸送原単位 

「廃棄物等」 

「廃水」 

処理方法ごとの排出量 

シナリオ 
「各処理方法」 

処理原単位 

「廃棄物等」 

各処理施設への輸送量 
※ 

「各輸送手段」 

原単位 

「廃棄物等のうちの化石資源由

来成分」 

焼却処理の量 

シナリオ 
「各化石資源由来成分」 

燃焼原単位 

「廃棄物等のうち有機物資源」 

埋立処理の量 
シナリオ 

「各有機物資源」 

嫌気性分解原単位 

③販売プロセス 

「製品」 

販売手段（店舗常温、店舗冷

蔵、宅配）ごとの販売量 

二次 

または 

シナリオ 

「各販売手段」 

販売原単位 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

販売準備プロセスへの投入量 

二次 

または 

シナリオ 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

製造と供給原単位 

 

※ 輸送量については、7-2に順ずる。 

 

9-3 一次データの収集方法

および収集条件 

【販売準備プロセスおよび販売プロセスの一次データ】 

販売単位が多岐にわたる場合には、販売単位に関わらず対象製品全体の平均

値を採用してもよい。 

9-4 シナリオ 【販売手段ごとの販売量に関する規定】 

販売手段ごとの販売量について事業者が妥当なシナリオを設定することとする。 

 

【廃棄物等の処理方法に関する規定】 

特に規定しない。 

9-5 その他 特に規定しない。 
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10 使用・維持管理段階に適用する項目 

10-1 データ収集範囲に含ま

れるプロセス 

①家庭における保管プロセス 

家庭に提供される製品において、冷蔵、冷凍、チルドの保管が必要な場合のみ

対象とする。 

②家庭における調理プロセス 

家庭に提供される製品において、加熱調理が必要な場合のみ対象とする。 

10-2 データ収集項目 次表に示すデータ項目を収集する。 

 

活動量 
一次/二次 

の区分 
原単位 

①家庭における保管プロセス 

「電力」 

家庭保管プロセスへの投入量 
シナリオ 

「電力」 

製造と供給原単位 

②家庭における調理プロセス 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

家庭調理プロセスへの投入量 

シナリオ 

「水」 

「燃料」 

「電力」 

製造と供給原単位 

「廃水」 

排出量 
シナリオ 

「下水道」 

処理原単位 

 

【シナリオを適用するための一次データ収集項目】 

・「製品」保管重量 

・「製品」調理重量 

 

10-3 一次データの収集方法

および収集条件 

①家庭における保管プロセス 

「製品」の使用量は、算定単位の重量とする。 

 

②家庭における調理プロセス 

＜投入量＞ 

「製品」の使用量は、算定単位の重量とする。 

10-4 シナリオ ①家庭における保管プロセス 

「電力」の投入量は、以下の式で求める。 

 

 電力投入量＝（算定単位重量[kg]／販売単位重量[kg]）×0.93 kWh ×製品容

積（L）×賞味期間（年） 

シナリオの考え方を附属書 C（参考）に示す。 

 

製品容積は、製品の縦、横、高さ（いずれも最大値）を乗算して求める。 

 

「製品」の冷蔵、冷凍、チルドの保管が必要な期間は、賞味期間のすべてとする

が、実際の保管期間が賞味期間と大きく異なる場合は、別途設定してもよい。 

 

②家庭における調理プロセス 

「水」、「燃料」、「電力」の投入量は、製品に記載された調理方法を基に、次の式

に従って算定する。 

 

・ガスコンロの場合 

燃料投入量[m
3
]＝（算定単位重量[kg]／調理物全体重量[kg]）×0.332[m

3
/h]×
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加熱時間[h] 

 

・電子レンジの場合 

電力投入量[kWh]＝（算定単位重量[kg]／調理物全体重量[kg]）×1.43[kW/h]×

加熱時間[h] 

 

シナリオの考え方を附属書 C（参考）に示す。 

 

製品に調理方法が記載されていない場合は、附属書 C（参考）の C4. 汎用的調

理シナリオを用いて算定する。 

CFP-PCRごとに妥当なシナリオを作成してもよい。 

10-5 その他 特に規定しない。 

11 廃棄・リサイクル段階に適用する項目 

11-1 データ収集範囲に含ま

れるプロセス 

①「廃容器包装」の廃棄・リサイクルプロセス 

②「食品残渣」の廃棄・リサイクルプロセス 

いずれも家庭に提供される製品において対象とする。 

11-2 データ収集項目 次表に示すデータ項目を収集する。 

 

活動量 
一次/二次 

の区分 
原単位 

①「廃容器包装」の廃棄・リサイクルプロセス 

「廃容器包装」 

処理方法ごとの排出量 
シナリオ 

「各処理方法」 

処理原単位 

「廃容器包装」 

各処理施設への輸送量 
※ 

「各輸送手段」 

原単位 

「廃容器包装のうち石油由来資源」 

焼却処理の量 
シナリオ 

「各化石資源由来成分

焼却」 

原単位 

「廃棄物等のうち有機物資源」 

埋立処理の量 
シナリオ 

「各有機物資源」 

嫌気性分解原単位 

②「食品廃棄物（食品残渣）」の廃棄・リサイクルプロセス 

「食品廃棄物（食品残渣）」 

排出量 
シナリオ － 

「食品廃棄物（食品残渣）」 

処理方法ごとの排出量 
シナリオ 

「各処理方法」 

原単位 

「廃棄物等のうち有機物資源」 

埋立処理の量 
シナリオ 

「各有機物資源」 

嫌気性分解原単位 

「食品廃棄物（食品残渣）」 

各処理施設への輸送量 
※ 

「各輸送手段」 

原単位 

 

※ 輸送量については、7-2に順ずる。 

 

11-3 一次データの収集方法

および収集条件 

①「容器包装」の廃棄・リサイクルプロセス 

「容器包装」の排出量は、算定単位あたりの容器包装の投入量とする。 

11-4 シナリオ 【食品残渣の排出量に関する規定】 

「食品残渣」の排出量は、非可食部の重量とする。 

非可食部の割合については、文部科学省「日本食品標準成分表」の最新版に

示される「生」の状態の廃棄率を用いて算定する。該当する商品がない場合に

は、農水省 HP食料需給表の最新版を用いる。 
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【廃棄物等の処理方法に関する規定】 

廃棄物等の処理方法割合については、次のシナリオを使用する。 

・ 「廃容器包装」の廃棄処理シナリオは、「容器包装 CFP-PCR」のシナリオ 

・ 「食品残渣」の廃棄処理シナリオは、環境省「一般廃棄物の排出および処理

状況等について」における一般廃棄物の処理状況 

（平成 18年度実績の場合： 

  ・焼却処理：92% 

  ・直接埋立処理：3% 

  ・リサイクル処理：5% 

11-5 その他 特に規定しない。 

12 CFP宣言方法 

12-1 追加情報 【必須表示内容の規定】 

次の項目は表示をしなければならない。 

・ 数値表示をする場合の数値の表示単位 

例：100ｇあたり、1袋あたり、1 食あたり 

 

【推奨表示内容の規定】 

次の項目は表示をすることが望ましい。 

・ 使用・維持管理段階について GHG 排出量を計上した場合には、使用・維持

管理によるGHG排出量が含まれている旨を、あるいは使用・維持管理段階につ

いて GHG排出量を計上しなかった場合には、使用・維持管理による GHG排出

量が含まれていない旨を記載することが望ましい 

・ 販売準備プロセスや容器包装の投入プロセスについて平均値を使用した場

合には、「加工（カット等）方法」、「容器包装の種類」等について平均値を使用し

た旨を記載することが望ましい 

12-2 登録情報 【必須表示内容の規定】 

次の項目は表示をしなければならない。 

・ 使用・維持管理段階の算定方法（シナリオ） 

 

【推奨表示内容の規定】 

次の項目は表示をすることが望ましい。 

・ 追加情報の推奨表示内容 

・ 使用・維持管理段階の負荷算定に用いたデータの数値と収集方法 

12-3 その他 標準重量を用いて算定した場合において、販売単位あたりの CFP を示す場合

は、標準重量を用いて換算する。 
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附属書 A：ライフサイクルフロー図（規定） 

A1. 「食材」として提供され家庭で消費されるもの 

 
※全てのエネルギーおよび水の供給と使用に係るプロセスはフロー図から省略 
※このフロー図は生鮮食品のライフサイクルの概要を示した。特定の製品の CFP算定にあたっては、不要なプロセスを省略する等、実際に利用し

ているプロセスに沿って算定すること

①原材料調達段階 

種苗、飼育前生体の 
製造 

種苗、飼育前生体 
の輸送 

肥料、農薬の輸送 

肥料、農薬の製造 

輸送、保管プロセス 

販売準備プロセス 

廃棄物等の 
輸送 

②生産段階 ③流通・販売 
段階 

④使用・維持管理 
段階 

⑤廃棄・リサイクル段階 

販売プロセス 処理 

廃棄物等 

輸送 

種苗、飼育前生体 

肥料、農薬 

調理 

保管 

システム境界 

処理 

飼料、配合飼料、 

飼料作物の製造 

種苗、飼育前生体 
の輸送 

飼料、配合飼料、 
製品 

廃棄物等 

輸送 

栽培、飼育、漁獲、加工等 
プロセス 

サイト間輸送、保管 

出荷準備プロセス 

処理 

廃水 

副資材の輸送 

副資材の製造 

副資材 

処理 

飼料作物 

副資材の輸送 

副資材の製造 

副資材 

飼料、配合飼料 

飼料作物の製造 

容器包装、附属品 

容器包装、附属品 

の輸送 

【凡例】 

算定の対象プロセス 
算定の対象物 

算定の対象外 
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附属書A：ライフサイクルフロー図（規定） 

A2.「原材料」として事業者に提供されるもの 

 
※全てのエネルギーおよび水の供給と使用に係るプロセスはフロー図から省略 
※このフロー図は生鮮食品のライフサイクルの概要を示した。特定の製品のCFP算定にあたっては、不要なプロセスを省略する等、実際に利用しているプロセ

スに沿って算定すること

①原材料調達段階 

種苗、飼育前生体の 
製造 

種苗、飼育前生体 
の輸送 

肥料、農薬の輸送 

肥料、農薬の製造 

輸送、保管プロセス 

販売準備プロセス 

②生産段階 ③流通・販売 
段階 

廃棄物 

輸送 

種苗、飼育前生体 

肥料、農薬 

システム境界 

処理 

飼料、配合飼料、 

飼料作物の製造 

肥料、配合飼料、 
飼料作物の輸送 

飼料、配合飼料、 
製品 

廃棄物等 

輸送 

栽培、飼育、漁獲、加工等 
プロセス 

サイト間輸送、保管 
出荷準備プロセス 

処理 

廃水 

副資材の輸送 

副資材の製造 

副資材 

処理 

飼料作物 

副資材の輸送 

副資材の製造 

副資材 

容器包装、附属品 

の製造 

容器包装、附属品 

容器包装、附属品 

の輸送 

製品 

【凡例】 

算定の対象プロセス 
算定の対象物 

算定の対象外 
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附属書B：輸送シナリオ（規定） 

一次データが得られない場合の輸送シナリオを次に示す。 

 

B1. 輸送距離 

・ 市内もしくは近隣市間に閉じることが確実な輸送の場合：50 km 

・ 県内に閉じることが確実な輸送の場合：100 km 

・ 県間輸送の可能性がある輸送の場合：500 km 

・ 特定地域に限定されない場合（国内）：1,000 km 

・ 港→港：港間の航行距離 

 

B2. 輸送手段および積載率 

ライフサイクル段階 設定シナリオ 

原材料調達段階、 

原材料調達輸送 

輸送が陸運のみの場合 

 

＜輸送手段＞ 10 トントラック 

＜積 載 率＞ 62 % 

輸送に海運が伴う場合 

（輸入先国内輸送、生産サイト⇒港） 

＜輸送手段＞ 10 トントラック 

＜積 載 率＞ 62 % 

輸送に海運が伴う場合 

（国際間輸送、港⇒港） 

＜輸送手段＞ コンテナ船（＜4,000 TEU） 

輸送に海運が伴う場合 

（国内輸送、港⇒納入先） 

＜輸送手段＞ 10 トントラック 

＜積 載 率＞ 62 % 

生産段階 

サイト間輸送 

副資材調達輸送 

廃棄物輸送 

サイト間輸送 ＜輸送手段＞ 2 トントラック 

＜積 載 率＞ 50 % 

副資材調達輸送 原材料調達段階と同じ 

廃棄物輸送 

 

＜輸送手段＞ 10 トントラック 

＜積 載 率＞ 50 % 

流通段階 

製品輸送シナリオ 

廃棄物輸送シナリオ 

生産地が海外の場合 

（生産サイト→生産国の港） 

＜輸送手段＞ 10 トントラック 

＜積 載 率＞ 50 % 

生産地が海外の場合 

（生産国の港→国内の港） 

＜輸送手段＞ コンテナ船（＜4,000 TEU） 

生産地が海外の場合 

（国内の港→店舗） 

＜輸送手段＞ 10 トントラック 

＜積 載 率＞ 50 % 

生産地が国内の場合 

（生産サイト→販売準備プロセス） 

＜輸送手段＞ 10 トントラック 

＜積 載 率＞ 50 % 

生産地が国内の場合 

（販売準備プロセス→店舗） 

＜輸送手段＞ 10 トントラック 

＜積 載 率＞ 50 % 

店舗→処理施設 

 

＜輸送手段＞ 2 トントラック 

＜積 載 率＞ 50 % 

廃棄・リサイクル段階 ごみ集積所→処理施設 ＜輸送手段＞ 2 トントラック 

＜積 載 率＞ 50 % 
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附属書C：使用・維持管理段階のシナリオの考え方（参考） 

 

C1. 保管シナリオ 

家庭用冷蔵庫の年間消費電力量を定格内容積の平均値で除算し、負荷量を定格内容積の 70％として算出し、得られた値

（0.93 kWh／年 ）を製品容積1 リットル あたりの年間消費電力量とする。 

 

冷蔵保管に使用する冷蔵庫としては、次の条件のものを選択した。 

 ・冷却方式       間冷式 

 ・定格内容積      401 ～450 リットル（平均423 リットル） 

 ・年間消費電力量   275 kWh／年 （平均値） 

出典：「省エネ性能カタログ 20011年冬」（資源エネルギー庁） 

 

C2. ガスコンロの燃料投入量 

燃料は都市ガス 13A（熱量45.6 MJ/N㎥ ）を使用するとする。 

製品に係る燃料投入量＝（製品重量[kg]／調理全体重量[kg]）×燃料投入量[㎥/時間]×加熱時間[時間] 

燃料投入量＝ガスコンロのガス供給能力／都市ガス 13Aの熱量、で算出する。 

ガスコンロのガス供給能力は一般家庭用で市販されているガスコンロの最大値である 4.2 kW とする。 

 

C3. 電子レンジの電力投入量 

普及率の高い電子レンジ機種（NE-M264）の消費電力から、電子レンジの 1時間あたりの消費電力を 1.43kWhとする。 

 

C4. 汎用的調理シナリオ 

＜シナリオ＞ 

 エネルギー使用量（電力投入量、都市ガス投入量および LPG投入量）については、一世帯当たりの電気、ガスの投入量の

うち調理(厨房)向けを一世帯当たりの加熱調理する食料品の購入重量（可食部分）で除して商品１ｋｇあたりの入出力量とす

る。 

 

入出力項目 入出力量（※1） 算定根拠 

電力投入量 0.379 kWh/kg ・一世帯当たりの年間の商品使用にかかる消費電力 

 （世帯当たり）年間の商品使用にかかる消費電力 

＝（〃）年間の厨房用消費電力 

＝194千 kcal/世帯･年 (※2） 

 

・加熱調理する食料品（可食部分）１ｋｇあたり 

 194千 kcal/世帯･年÷595.877 kg/世帯･年（※3） 

＝326 kcal /kg  

＝0.379 kWh/kg 

都市ガス 

投入量 

2.13 MJ/kg ・一世帯当たりの年間の商品使用にかかる都市ガス消費量 

＝（世帯当たり年間）年間の厨房用都市ガス消費量 

＝ 303千 kcal/世帯･年 (※2） 

 

・加熱調理する食料品（可食部分）１ｋｇあたり 

 303千 kcal/世帯･年÷595.877 kg/世帯･年（※3） 

＝508 kcal /kg 

＝2.13MJ/kg 

LPG投入量 2.32 MJ/kg ・一世帯当たりの年間の商品使用にかかる LPG消費量 

＝（世帯当たり年間）年間の厨房用LPG消費量 

＝ 331千 kcal/世帯･年 (※2） 

 

・加熱調理する食料品（可食部分）１ｋｇあたり 
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331千 kcal/世帯･年÷595.877 kg/世帯･年（※3） 

＝555 kcal /kg  

＝2.32MJ/kg 

※1 可食部分１kgあたり。調味料は投入量全てを可食部分としている。 

※2 世帯当たり厨房用年間消費エネルギー：電力194千 kcal/世帯、都市ガス303千 kcal/世帯、LPG331千 kcal/世帯、石炭

等2千 kcal/世帯 

出典：省エネセンター「エネルギー経済統計要覧 2009」、「Ⅱ．最終需要部門別エネルギー需要 ２．家庭部門 (５) 家庭

部門世帯当たり用途別エネルギー源別エネルギー消費量」（2007年度分） 

 

 

※3 食料品目中要加熱品目の可食部分購入重量: 595.877 kg/世帯・年 

出典：2007 年総務省家計調査（2007 年分、2 人以上の世帯）、ただし、食料品目中要加熱品目の可食部分購入重量は、

データが把握できるのが 429.011kg/世帯･年であり、データの不明な品目について金額の比で補正した（要加熱食品の

購入金額（全体）：390,630円/世帯・年、うち重量判明分 281,240円/世帯・年）出典：2008年総務省家計調査（2007年分、2

人以上の世帯）、ただし、食料品目中要加熱品目の可食部分購入重量は、データが把握できるのが 421.695kg/世帯･年

であり、データの不明な品目について金額の比で補正した（要加熱食品の購入金額（全体）：383,707 円/世帯・年、うち重

量判明分274,317円/世帯・年） 
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附属書D：CFP算定・宣言の目的別の算定単位、表示単位、算定範囲の考え方（参考） 

 

 

 

製品 CFP算定・宣言の目的 機能 算定単位（機能

単位） 

表示単位 算定範囲（製品シス

テム） 

洗濯洗剤 洗剤の使用時機能を含めたCFPを算

定することで、洗剤の機能向上を評価

し、消費者等の利害関係者とコミュニ

ケーションする 

衣類の洗濯 衣類 300kgの洗

濯（1箱 300g, 5g

で 5kg を洗濯で

きるため） 

洗濯 1 回（衣類

5kg）あたり 

洗剤の製造、洗濯

用水の提供、排水

処理、洗濯機の電

力など 

サツマイ

モ 

消費者へ届くまでに、どこでどのよう

に温室効果ガスが排出されているか

を把握し、改善を図ると同時に、経年

での改善効果をコミュニケーションす

る 

サツマイモ

の一般家庭

への提供 

サツマイモの標

準重量1kg 

サツマイモ 1kg サツマイモの栽培、

流通、皮の廃棄など 

出版・業

務用印刷

物 

出版物（例えば雑誌）のCFPで引用さ

れることを目的として、ライフサイクル

全体ではなく、印刷物の製造までを評

価する。 

出版・業務用

印刷物の提

供 

印刷物5,000部 印刷物5,000部 紙の製造、印刷物

の製造など 

複写機 複写機による温暖化防止への貢献を

把握するため、複写機能の改善を把

握し、消費者へコミュニケーションす

る 

情報用紙の

印刷 

情報用紙 30,000

枚の印刷 

印刷 1 枚あたり

（紙を含まない） 

複写機の製造、廃

棄など 

複写機 印刷物の温室効果ガス排出量を把握

し、改善ポイントの把握と、製紙会社

を含めた利害関係者とコミュニケーシ

ョンするためのデータ源とする 

印刷物の提

供 

印刷物30,000枚

の提供 

印刷物1枚あたり

（紙を含む） 

複写機の製造、廃

棄、紙の製造、印刷

物の廃棄等 

ラーメン

どんぶり 

ラーメンに対して食器の温暖化への

寄与が小さいことを消費者に伝え、食

べ物の大事さなどをコミュニケーショ

ンする 

ラーメンの提

供 

ラーメン 365 杯

の提供 

ラーメン 1杯あた

り（ラーメン調理

を含む） 

どんぶりの製造、洗

浄、廃棄、ラーメン

素材の製造、調理な

ど 

ラーメン

どんぶり 

適切な食器洗浄の重要性を消費者と

コミュニケーションする 

清潔なラーメ

ンどんぶりの

提供 

清潔なラーメン

どんぶり 365 回

の提供 

ラーメンどんぶり

利用1回あたり 

どんぶりの製造、洗

浄、廃棄 

ラーメン

どんぶり 

ラーメンどんぶりによる温暖化防止へ

の貢献を把握するため、環境配慮型

のラーメンどんぶりを検討すると同時

に、消費者とコミュニケーションする 

ラーメンどん

ぶり容器の

提供 

ラーメンどんぶ

り 1個の提供 

ラーメンどんぶり

1個あたり 

どんぶりの製造、廃

棄など 


